
令和４年度第１回 新潟市区自治協議会会長会議 

次 第 
 

 

日時：令和４年７月１日（金）   

午後４時００分から   

会場：市役所本館３階 対策室２  

 

     

１ 開会 

 
 

２ 挨拶 

 
 

３ 議題 

（１）次期総合計画素案について 

    

（２）新潟市区自治協議会委員研修会について 

 

  （３）区自治協議会の運営について感じること 

 

  （４）その他 

 

 

４ 閉会 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------ 

【資 料】 

資料１：次期総合計画素案（抜粋） 

資料２：令和４年度全体委員研修について 

資料３：区自治協議会の運営について感じること（課題など） 

 

報告資料２



（３）持続可能な行財政運営

○拠点性の向上につながる人流・物流ネットワー

クの強化など、国や県との連携のもと、プロ

ジェクトを進めてきたほか、交流人口の拡大、

災害発生時の救援体制の確立など、様々な分

野で他都市とのネットワークづくりに努めてい

ます。

○新型コロナウイルス感染症をきっかけとして、

オンラインなど新たな手法を用いた交流が可

能となりました。今後も、多様な手段を活用し

て一層の連携を図っていくことが重要です。

国・県や他都市との連携

○人口減少の進行を見据え、市町村単位でのフ

ルセット主義ではなく、市町村間の広域的な連

携を深めていく中で、行政サービスを効率的に

提供していく必要性が高まったことから、近隣

市町村と連携協約を締結するとともに、新潟広

域都市圏ビジョンを策定し、様々な分野で連携

を進めています。

○将来にわたって住民が安心して快適に暮らせ

るよう、経済的な一体性を有する圏域単位で

の政策を構築し、各市町村の強みを発揮しなが

ら圏域全体が継続的に成長していくことが求

められます。

新潟広域都市圏における連携促進

○多様化する行政課題に対応するため、積極的

に公民連携を進め、民間事業者の持つ知識や

ノウハウを市政に取り入れるとともに、様々な

分野において民間事業者と連携して取組を進

めています。

○市と民間事業者などが、様々な分野で連携・協

力し、地域の活性化や市民の満足度向上につ

なげる包括連携協定の数は年々増加していま

す。

民間事業者などとの連携・協力

住民自治の推進

区自治協議会全体会議風景（中央区）

○新潟市では、市民と行政の「協働の要」として

各区に区自治協議会を設置するとともに、協

働によるまちづくりや地域課題の解決に取り

組んでいただく地域コミュニティ協議会を市全

域において結成するなど、市民が市政に主体

的に参画しています。

○人口減少・少子高齢化の進行に伴い、住民自治

の礎となる自治会・町内会や地域コミュニティ

協議会における担い手不足が現在よりさらに

進む可能性がある中、持続可能な住民自治を

実現するためには、活動内容の見直しや、民間

活力、地域外人材の活用などが重要になって

きます。

新潟広域都市圏（令和4（2022）年5月現在）

構成市町村（12市町村）
・新潟市
・三条市
・新発田市
・加茂市
・燕市
・五泉市
・阿賀野市
・胎内市
・聖籠町
・弥彦村
・田上町
・阿賀町

－４－

新潟市次期総合計画　素案（抜粋）

資料１



（３）持続可能な行財政運営

－ 施策 ー

施策2 多様な主体との連携・協働による新しい価値の創造

○自治会・町内会、地域コミュニティ協議会など

の地域団体や、様々な分野で公益活動を展開

するNPOなど各種市民団体と連携した取組を

推進します。

○地域団体、市民団体同士の交流を促進し、様々

な団体の協働によるコミュニティビジネスなど、

市民活動全体の活性化を図ります。

① 市民・地域と進める住民自治 ② 地域団体・市民団体との連携

区自治協議会の全体委員研修

施策1 SDGsを共通言語とした連携推進

① SDGsを共通言語とした連携推進

○「経済」「社会」「環境」の三側面の調和など、

SDGsの基本的な考え方を意識して、各分野

の政策・施策を推進していきます。

○各分野の政策・施策の推進するにあたり、

SDGsを共通言語として市民・民間事業者・国・

県・周辺市町村など、多様な主体とパートナー

シップを築いていくとともに、ＳＤＧｓの普及啓

発にも努めていきます。

○市民・地域との協働により住民自治の推進を図

る「協働の要」として各区に設置された区自治

協議会が、さらに充実した活動を展開できるよ

う支援します。

○区自治協議会が、より地域課題に取り組みやす

くするため、住民ニーズの把握方法や解決に向

けた検討方法に工夫を重ね、協働の仕組みに

磨きをかけていきます。
市民団体同士の交流促進を図る「つなぐ交流会」

（市民活動支援センター）

SDGs・総合計画シンポジウム（仮）

－５－



 

令和４年度全体委員研修について 

 

実施時期：令和４年１０月～１１月 
 
実施目的：「区民等と市との協働の要」である区自治協議会の委員の皆様の活動に活

かしていただくため、全区の委員を対象に研修会を開催する。 

     課題解決に向けた検討技術や、具体的な取り組みの先進事例などを学んで

いただく。 

 

●方向性（案１）課題検討実演型  めやす：120 分程度 
 
 ＜概要＞ 

  事前に自治協運営について感じている課題を委員から出していただき、そのいく

つかを選び、参加者全員で解決に向けた検討を行う 
 
 ＜実施イメージ＞ 

  ・研修参加者でいくつかグループを作る 

  ・グループごとに、選定した課題についてそれぞれ検討を行う 

  ・グループにはプロのファシリテーターがつき、進行役を務める 

  ・各グループの結論を全体で共有する 
 
 ＜期待できる効果＞ 

  ・ファシリテーターの役割や重要性を学ぶことができる 

  ・議論において、参加者が心がけることなどを学ぶことができる 

  ・課題のいくつかが解決する（又は、解決に向け方向性を見出すことができる） 

 

●方向性（案２）講義型 ※従来と同様の形式  めやす：120 分程度 
 
 ＜概要＞ 

  自治協の運営に参考となる先進事例などをテーマにした、講義スタイルの研修 
 
 ＜実施イメージ＞ 

  ・先進事例等について話ができる講師を招聘 

  ・いくつかの区の取り組み事例発表 
 
 ＜期待できる効果＞ 

  ・先進的な取り組みや考え方などを学ぶことができる 

  ・他区の取り組みを参考にすることができる 

 

●方向性（案３）折衷型（講義＋課題解決実演）  めやす：150 分～180 分 

 ＜概要＞ 

  案１と案２の良いところを合わせる。時間が長くかかる。 

資料２ 



区自治協議会の運営について感じ るこ と （ 課題など）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜意見交換＞ 

・ 区自治協議会の役割をふまえ、 日頃の活動や運営を通じ て感じ ている課題など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３  

 
（ 新潟市区自治協議会条例より ）  
 

第６ 条 自治協議会の役割 

１  区自治協議会は、 区民等（ 区内に住所を 有する者及び区内で活動する

団体を いう 。 以下こ の項において同じ 。） と 市と の協働の要と し て、 区

民等の参画を通じ て多様な意見を 調整し 、その取り まと めを 行う と と も

に、 地域課題の解決及び情報の共有に努めるも のと する。  

２  区自治協議会は、 区の地域課題のう ち、 市長その他の市の機関により

諮問さ れたも の及び区自治協議会が必要と 認めるも のについて審議し 、

市長その他の市の機関に意見を 述べるこ と ができ る。  

自治協議会の役割 


